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平成 22 年 11 月 22 日

福祉部高齢社会対策課

練馬区高齢者保健福祉懇談会の検討課題について

（方 針）

練馬区高齢者保健福祉懇談会（以下、「懇談会」という。）は、第５期（平

成 24～26 年度）練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以下、「計

画」という。）の策定にかかる審議機関の一つとして、高齢者の保健福祉施策

（原則として介護保険分野を除く）に関する事項を所掌する。

（検討課題）

計画策定にかかる４つの審議機関のいずれにおいても、現行の第 4 期（平

成 21～23 年度）計画における重点課題（次ページ参照）を検討テーマとし、

各審議機関の所掌事項に合致する重点課題を担当する。

懇談会は、下記２つの重点課題を担当する。

その他、第５期計画策定に伴い、新たに取り組むべき介護保険分野を除く

高齢者の保健福祉施策にかかる重点課題についての検討を行う。

１ 地域貢献につながる社会参加の促進

２ 高齢期の住まいづくり、住まい方の支援

３ 上記１・２以外の高齢者の保健福祉施策にかかる重点課題

（第 4 期[平成 21～23 年度]計画の施策体系図）

次ページ参照
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※第４期計画における施策等の体系図（第 4 期計画書ｐ57参照）
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重 点 課 題

Ⅰ 多様な社会参加の促進
(１) 地域貢献につながる

社会参加の促進

(２) 「活動的な 85 歳」を
目指した健康づくりの促進

(３) 主体的に取り組む
介護予防の推進

(４) 地域包括支援センターを中心と
する相談支援体制の充実

(５) 認知症になっても安心して
暮らせる地域づくり

(６) 介護人材の確保

(７) 適切な介護保険制度の運営

Ⅱ 健康の保持増進

Ⅳ 要支援・要介護高齢者

への支援

Ⅲ 特定高齢者等

への支援

Ⅵ 地域で支える仕組み

づくり
(９) 介護保険施設および地域密着

型サービス拠点の整備促進

(８) 高齢期の住まいづくり、
住まい方の支援

Ⅴ 住まいの支援と 医療・

保健・福祉の基盤整備

懇談会

懇談会

懇談会 ：高齢者保健福祉懇談会が担当する課題


